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○豊山町都市計画審議会施行規則 

平成６年９月３０日 

規則第１２号 

改正 平成１２年３月３１日規則第３号 

（目的） 

第１条 この規則は、豊山町都市計画審議会条例（昭和４８年豊山町条例第３２号。以下「条

例」という。）第１０条の規定に基づき、豊山町都市計画審議会（以下「審議会」という。）

の施行について必要な事項を定めることを目的とする。 

（招集及び通知） 

第２条 会長は、町長の求めに応じ委員及び当該議事に関係のある臨時委員（以下「委員等」

という。）を招集し、審議会を開催するものとする。 

２ 会長は、やむを得ない場合のほか、審議会開催の５日前までに議事を添えて、会議の日

時及び場所を委員等に通知しなければならない。 

３ 前項の場合において、町長は文書をもって会長に審議会の開催を依頼するものとする。 

（資料の作成） 

第３条 審議のために必要な資料は、幹事においてあらかじめ作成しなければならない。 

２ 幹事は、前項の資料を前条に定める通知と同時に、会長の承認を得て委員等に送付しな

ければならない。 

３ 審議会において委員等から求められた資料は、やむを得ない場合のほか審議会終了後速

やかに委員等に送付するものとする。 

（欠席及び早退） 

第４条 第２条の通知を受けた委員等は、審議会に出席できないときは、あらかじめその旨

を会長に申し出て、承認を得なければならない。 

２ 審議会の途中において早退しようとする者は、会長にその旨を申し出て、承認を得なけ

ればならない。 

（委員の代理） 

第５条 条例第３条第２項第３号により任命された委員に、事故があるときは、その職務を

代理する者が、議事に参与し、決議の数に加わることができる。 

（委員等又は幹事以外の出席） 
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第６条 会長は、必要と認めるときは、委員等又は幹事以外の者を審議会に出席させて意見

を述べさせ、又は説明させることができる。 

（会議録の作成） 

第７条 幹事は、審議会開催ごとに次の各号に掲げる事項について会議録を作成しなければ

ならない。 

（１） 開会の日時及び出席した者の氏名 

（２） 議題及び審議の経過概要 

（３） その他会長が必要と認める事項 

２ 会議録は、会長の承認を経るものとする。 

（答申書） 

第８条 会長は、諮問事項について、審議会の意見をとりまとめたときは、速やかに文書を

もって町長に答申するものとする。 

（委員等及び幹事の委嘱及び解嘱） 

第９条 条例第３条、第４条及び第８条に定める委員等及び幹事は、委嘱状（様式第１号）

に従って任命するものとする。 

２ 任期が定められている委員については、前項の委嘱状に任期を記載するものとする。 

３ 臨時委員への委嘱状には、開催する審議会を限定する旨を記載するものとする。 

（その他） 

第１０条 幹事は、事前に次の各号に掲げる事項を記載した書類を委員の交替した後におい

て初めて開催する審議会、又は臨時委員の出席する審議会開催時に委員等及び幹事に配布

するものとする。 

（１） 当該審議会開催時点での委員等及び幹事の氏名 

（２） 過去において開催した主要な審議会の経過及び審議概要 

（３） その他会長が必要と認める事項 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成１２年３月３１日規則第３号） 

この規則は、平成１２年４月１日から施行する。 


